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東南海地震による津波被害を想定し、緊急輸送路を確保するため、東紀州地域の被災し

た橋梁の応急復旧計画についてとりまとめる。 
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１． はじめに 

 

 東紀州地域において国道42号は、隣接する地域を結

ぶ幹線道路であり、一次緊急輸送道路として位置づけら

れている。東南海地震が発生した場合、揺れについては

橋梁補強・補修工事などで一定水準の対策が出来ている

が、津波については、国道42号が主に沿岸部を通過する

路線であるため、橋梁の落橋被害が想定され、道路啓開

活動の大きな支障となる。 

 そこで、東紀州地域における東南海地震の津波による

浸水予想範囲より、中部版くしの歯作戦のルート確保の

基本的な考えを基にして、落橋した橋梁の応急復旧検討

を行った。 

 

２． 中部版くしの歯作戦について 

 

 中部版くしの歯作戦は、平成23年3月の東日本大震災

を踏まえ、近い将来発生すると言われ続けている南海ト

ラフを震源とする東南海地震等の津波によって、甚大な

被害が想定される太平洋沿岸部における人命の救援活動

や緊急物資の輸送等を迅速に行うため、復旧・復興を見

据えた道路啓開について、あらかじめ関係機関が連携し

て策定し、共有していくことが重要であるという認識か

ら、平成24年3月に策定された。 

 道路啓開の基本的な考えとしては、津波等により、甚

大な被害を受けた地域での救援・救護活動を支援するた

めの道路啓開を最優先に考え、そのうえで緊急物資輸送

の拠点となる港湾・空港や防災拠点等のルートを確保す

ることである。 

 その道路啓開にむけて、ステップ1では、高速道路等

の広域支援ルートの確保と道路啓開体制を確立し、ス

テップ2では、人命救助のために沿岸部の被害が甚大な

エリアを中心に救護・救援ルートを確保し、ステップ3
では、被害が甚大で孤立の危険性が高いエリアを結ぶ沿

岸部のルートを確保することとしている。 

 今回の検討では、ステップ3における沿岸部のルート

確保について焦点を当てている。東紀州地域においては、

ステップ3にあたるルートは、国道42号の現道が該当す

る。 

 

３． 津波の想定被害と復旧対象橋梁について 

 

 津波の想定被害としては、三重県防災対策部が平成26

年度に公表した津波浸水予測図及び、東日本大震災にお

いて、海岸から500m以内の範囲において浸水した事例

を考慮に入れ、津波予測図及び海岸から500m以内の範

囲を明示した図を作成し、それらの範囲内の橋梁を復旧

の対象とした。(図1) 
また、被害が想定される橋梁について、とりまとめを

行った。(表1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 津波浸水予測図及び海岸から500m範囲を示した図 

 

 

表1 被害想定橋梁のとりまとめ(抜粋) 

 

（■：対象）

 

 

４． 橋梁の復旧方法について 

 

東紀州地域に存在する88橋梁のうち、復旧対象の橋梁

は41橋梁である。それらの橋梁について、まずは仮橋に

よる復旧を行うことを想定して必要となる資材について

検討を行った。 

しかし、全ての橋梁を仮橋として復旧を行う検討をし

た結果、備蓄しておく資材量が多くなってしまうことや、

復旧までに長い施工期間を要することから、仮橋による

復旧は現実的ではないと考えた。 

そこで、復旧の対象となっている各橋梁付近の状況

(河川、道路、線路等)から橋梁の復旧方法を以下の3つ
のタイプに分けるとともに、取りまとめを行った。(表

2) 
 

・タイプ1 － 仮橋(図2) 
河川や線路及び道路を跨いでいる橋梁 

・タイプ2 － コルゲート管＋土工(図2) 
水路の上を跨いでいる橋梁 

・タイプ3 － 土工(図2) 
タイプ1とタイプ2の橋梁に含まれない橋梁 

 

復旧タイプの分類にあたっては、既存の道路台帳附図

や航空写真を基に行った。 

資材の数量については、復旧のタイプより各橋梁の規

格から数量等を算出した。施工日数については、土木工

事標準積算基準書を参照している。 

 

表2 復旧タイプ別橋梁一覧(抜粋) 

 

 

 

 

          

 

 

        

 

 

図2 橋梁復旧タイプ標準図 



 

５． 備蓄場所の検討及び備蓄方法について 

 

 復旧に使用する資材の備蓄場所としては、紀勢自動車

道及び熊野尾鷲道路の高架下、道の駅の防災倉庫等を選

定した。(表3) 
 選定した場所にどの橋梁の資材を置くかについては、

対象橋梁付近に箇所に備蓄することを基本としたが、備

蓄する容量が足りなくなれば、近隣の備蓄箇所を併用す

ることとした。 

また、資材の備蓄容量を考えるために、熊野維持出張

所の資材置場状況を参考にして、覆工板については5段

積み、その他の鋼材については3段積みとした。(図3) 
なお、盛土については、施工時に近隣の山より運搬す

ることを想定している。 

 

表3 資材置場と面積一覧 

 

 

 

 

 

 

図3 資材の備蓄方法のイメージ(熊野維持出張所) 

６． 復旧施工時における対象橋梁へのアクセス検

討について 

 

 次に、復旧施工時に津波による浸水被害の無い緊急連

絡路等の周辺道路から復旧対象となっている橋梁へアク

セスが可能か確認を行った。(図4)  

この検討は、次項で述べる復旧優先度を決めるために、

到達出来る橋梁と到達出来ない橋梁を分別することが目

的である。 

紀伊長島ＩＣ～大泊ＩＣまでは紀勢自動車道及び熊野

尾鷲道路からの周辺道路を利用することで到達可能な橋

梁が存在する。また、大泊ＩＣ～紀宝町間についても、

県道141号より到達が可能である。 

到達不可と判断した橋梁は、周辺道路等の迂回路が無

い箇所や復旧の対象となっている橋梁が連続するため、

そもそも到達が出来ない箇所である。 

 県道141号は、三重県防災対策部公表の津波浸水予測

図より影響を確認した。それによると、県道141号にお

ける橋梁については、浸水エリアに含まれているものは

なく、津波による橋梁の落橋の可能性は無いと考えた。

(図5) 
  

 

 

図4 対象橋梁へのアクセス検討図 

 



 

 
 

図5 県道141号における浸水状況 

 

７． 復旧作業の優先度について 

 

前項のアクセス検討において、復旧対象橋梁へ到達不

可となっている箇所については、隣接する到達可能な橋

梁から優先的に復旧を行っていくことになる。また、資

材置き場からの搬入経路を確保するために優先的に復旧

する必要がある橋梁も存在する。そこで、対象橋梁に対

して作業の優先度を以下のとおり設定し、Aランクから

順に復旧を行うことした。 

・Aランク 

 Bランクの橋梁に隣接する箇所。または、資材置き場

からの搬入経路を確保するために復旧が必要となる箇所。 

・Bランク 

橋梁の連続する区間で、迂回路が無く孤立する箇所。 

・Cランク 

緊急連絡路等により迂回路が確保されている箇所。 

 

８． 施工機械について 

 

 橋梁復旧時に使用する機械については、復旧タイプ1
～3により分類し、取りまとめた。(表4) 

 また、尾鷲・熊野管内における津波浸水エリア外の協

定業者が所有している施工機械についても確認を行った。 

ここで、前項で設定した復旧作業の優先度が高いAラ
ンクの橋梁だけを作業すると仮定した場合であっても、

協定業者だけでは復旧時の施工に必要な機械及び台数が

確保できていないことがわかる。 

復旧施工にあたっては、現状のままだと必要機械及び

その台数が不足するため、東紀州地域はもとより多少遠

方であっても津波の恐れが無い地域のリース会社等から

非常時であっても必要機械及び台数を借用出来るように

協定等の締結を考える必要がある。 

 

 

 

 

表4 橋梁の復旧タイプによる使用機械の取りまとめ 

 

９． 備蓄資材の確保について 

 

橋梁の復旧には相当量の資材が必要なことから、現在

建設中の熊野尾鷲道路の建設現場に目を向けた。熊野尾

鷲道路のような高速道路では工事用進入路や作業構台等

の仮設資材を多く使っている。これらの仮設資材につい

ては、安価に済ませるために、リースではなく購入して

スクラップとして売り払うケースの方が多い。そこで、

今回はこの仮設資材に着目し、単純に売り払うよりも、

応急復旧の備蓄資材として活用した方が事務所としてよ

り有益になると考えた。 

また、熊野尾鷲道路のⅡ期についても、現在使用して

いる仮設資材の活用が見込める。 

 これらの仮設資材については、一定の保管期間を設定

し、必要量の資材が確保できた後の発生品については、

基本的に新しい資材を蓄えていく。そして、保管期間の

古いものや状態の悪いものを売り払いに回し、常に一定

量を保有するシステムとする。 

 

１０． まとめ 

 

近々に発生すると言われ続けている南海トラフを震源

とする東南海地震について、沿岸部に国道を有している



 

紀勢国道事務所としては、津波に対する事前対策として

応急復旧計画を練ることは必要不可欠である。  

本文では、このような考えのもと、津波の浸水予測範

囲内に存在する橋梁については落橋するものと想定し、

それらの橋梁を復旧するために、復旧の施工方法や対象

橋梁へのアクセス方法、及び必要な資材の調達方法・備

蓄方法など、東南海地震に対する事務所の備えについて

検討を行った。 

今後は、さらに実現性を高めるために、事務所内での

検討を進めるとともに、各自治体と被災時における資材

のやり繰りについてあらかじめ協定を締結する等、地域

として協力体制を構築していくことも必要である。 

また、東南海地震に対しては、今回検討を行った津波

による被害想定だけではなく、他の被害想定についても

今後検討を進めていきたい。 
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